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静岡県交通基盤部建設経済局建設業課

（お知らせ）

労働関係法令等遵守の誓約書の提出について

９

令和３年３月に施行された事業者等を守り育てる静岡県公契約条例第６条

の規定に基づき策定された「県の取組方針」に従い、公契約に係る業務に従事

する者の労働環境の整備を図るため、静岡県では令和４年４月１日以降に入

札・契約手続きを行う案件について、「労働関係法令等遵守の誓約書」を提出

いただくことになりました。

つきましては、上記により誓約書の提出をお願いします。ただし、契約書の作

成を省略する案件については、本誓約書の提出を省略できます。

この件の問合せ先 ： （入札・契約手続関係） 静岡県建設業課 電話 054-221-3059

（誓約書の提出関係） 静岡県会計支援課 電話 054-221-3367

事業者等を守り育てる静岡県公契約条例に基づき、公契

約に係る業務に従事する者の労働環境の整備を図るため、

令和４年４月１日以降に入札・契約手続きを行う案件につ

いては、公契約に係る「労働関係法令等遵守の誓約書」を

提出いただくようお願いします。

【提出書類】

建設工事

元請
契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等

を記載した誓約書（工事 様式第１号）

下請負者があ

る場合（契約途

中で新たに発

生した場合を

含む）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に

関する法律（平成 12 年法律第 127 号）第

15 条第２項に定める施工体制台帳の写し

の提出時に、下請負者から提出させた労働

関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約

書（工事 様式第２号）の写し

建設関連

業務委託

元請
契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等

を記載した誓約書（委託 様式第１号）

本業務の一部

を他の者に行

わせようとす

る場合

本業務の一部を他の者に行わせようとする

時に、全ての下請負者から提出させた労働

関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書

（委託 様式第２号）の写し



工事 様式第１号 

 

 

誓 約 書 

 

下記１に基づく工事の履行に際し、下記２の事項を誓約します。 

この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

１ 工事名 

〇〇〇〇工事             （当初契約日  年  月  日） 

 

２ 誓約事項 

（１）本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関

する法令を遵守すること。 

（２）本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を

受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措

置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに

県に報告すること。 

（３）本契約に基づく工事の履行に際し、下請契約（再委託契約及び労働者派遣契約を含む。

以下同じ。）を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づい

た公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。 

ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 

イ 下請負者が、本契約に基づく工事の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行

政庁の処分を受けたときは、（２）の例により、それらの内容を速やかに報告させ

るとともに、その内容を県に報告すること。 

ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア

及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

発 注 者  職  名    氏   名  様 

 

 

 

                                           住  所 

                           受  注  者  商  号 

                                           氏  名（法人にあっては、代表者の氏名）印 

  



別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 労働関係 

（１） 労働基準法（昭和 22年法律第 49 号） 

（２） 労働契約法（平成 19年法律第 128 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律 50号） 

（６） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（７） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（８） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) 

（９） 労働組合法（昭和 24年法律第 174 号） 

 

２ 公正な取引等 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号） 

（２）下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号） 

（３） 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 



工事 様式第２号 

 

 

誓 約 書 

 

下記１に基づく工事の履行に際し、下記２の事項を誓約します。 

この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

１ 元請契約名 

〇〇〇〇契約              （当初契約日  年  月  日） 

＊元請者が記載すること 

２ 誓約事項 

（１）本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関

する法令を遵守すること。 

（２）本契約に基づく工事の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を

受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約（再委託契約及び労働者派

遣契約を含む。以下同じ。）の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。

また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者

に報告すること。 

（３）本契約に基づく工事の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基

に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次

の事項に留意すること。 

ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。 

イ 再下請負者が、本契約に基づく工事の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管

行政庁の処分を受けたときは、（２）の例により、それらの内容を速やかに報告さ

せるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。 

ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じて

ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

下請契約の発注者  様 

 

 

 

                                           住  所 

                                     商  号 

                                           氏  名（法人にあっては、代表者の氏名）印 

  



別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 労働関係 

（１） 労働基準法（昭和 22年法律第 49 号） 

（２） 労働契約法（平成 19年法律第 128 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律 50号） 

（６） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（７） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（８） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) 

（９） 労働組合法（昭和 24年法律第 174 号） 

 

２ 公正な取引等 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号） 

（２）下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号） 

（３） 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号） 



委託 様式第１号 

 

 

誓 約 書 

 

下記１に基づく業務の履行に際し、下記２の事項を誓約します。 

この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

１ 業務名 

〇〇〇〇業務             （当初契約日  年  月  日） 

 

２ 誓約事項 

（１）本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関

する法令を遵守すること。 

（２）本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を

受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措

置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに

県に報告すること。 

（３）本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約（再委託契約及び労働者派遣契約を含む。

以下同じ。）を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づい

た公正な契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。 

ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。 

イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行

政庁の処分を受けたときは、（２）の例により、それらの内容を速やかに報告させ

るとともに、その内容を県に報告すること。 

ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア

及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

発 注 者  職  名    氏   名  様 

 

 

 

                                           住  所 

                           受  注  者  商  号 

                                           氏  名（法人にあっては、代表者の氏名）印 

  



別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 労働関係 

（１） 労働基準法（昭和 22年法律第 49 号） 

（２） 労働契約法（平成 19年法律第 128 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律 50号） 

（６） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（７） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（８） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) 

（９） 労働組合法（昭和 24年法律第 174 号） 

 

２ 公正な取引等 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号） 

（２）下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号） 



委託 様式第２号 

 

 

誓 約 書 

 

下記１に基づく業務の履行に際し、下記２の事項を誓約します。 

この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

１ 元請契約名 

〇〇〇〇契約              （当初契約日  年  月  日） 

＊元請者が記載すること  

２ 誓約事項 

（１）本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関

する法令を遵守すること。 

（２）本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を

受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約（再委託契約及び労働者派

遣契約を含む。以下同じ。）の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。

また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者

に報告すること。 

（３）本契約に基づく業務の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基

に、対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めるとともに、次

の事項に留意すること。 

ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。 

イ 再下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管

行政庁の処分を受けたときは、（２）の例により、それらの内容を速やかに報告さ

せるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。 

ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じて

ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

下請契約の発注者  様 

 

 

 

                                           住  所 

                                     商  号 

                                           氏  名（法人にあっては、代表者の氏名）印 

  



別表 労働関係及び公正な取引に関する主な法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 労働関係 

（１） 労働基準法（昭和 22年法律第 49 号） 

（２） 労働契約法（平成 19年法律第 128 号） 

（３） 最低賃金法（昭和 34年法律第 137 号） 

（４） 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号） 

（５） 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律 50号） 

（６） 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号) 

（７） 健康保険法(大正 11 年法律第 70号) 

（８） 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号) 

（９） 労働組合法（昭和 24年法律第 174 号） 

 

２ 公正な取引等 

（１）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54号） 

（２）下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120 号） 


